
 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

令和７年 障害者雇用状況の集計結果（令和7年 6月 1日現在） 
 

○企業の障害者実雇用率は 2.58％      （前年同期 2.57％） 

○雇用率達成企業割合は  49.9％    （前年同期 50.2％） 
 

愛媛労働局では、このほど、民間企業や公的機関などにおける、令和７年の「障害者

雇用状況」集計結果を取りまとめましたので、公表します。 

障害者雇用促進法では、事業主に対し、常時雇用する従業員の一定割合（法定雇用

率、例えば、民間企業の場合は2.5％）以上の障害者を雇うことを義務付けています。 

今回の集計結果は、同法に基づき、毎年6月 1日現在の身体障害者、知的障害者、精

神障害者の雇用状況について、障害者の雇用義務のある事業主などに報告を求め、それ

を集計したものです。 

 

愛媛県内の障害者雇用の促進を図るため、愛媛県及び 

愛媛県教育委員会と連携した取組を行います（別紙） 

 

【集計結果の主なポイント】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

愛媛労働局  

職業安定部職業対策課 

  課 長    山岡 裕嗣 

  地方障害者雇用担当官  田村 愛子 

（電話）０８９－９４１－２９４０ 

 
 
 

＜民間企業＞（法定雇用率2.5％） 
 
〇雇用障害者数、実雇用率ともに過去最高を更新。 

・雇用障害者数は 4,723.0 人、対前年比3.6％（165.5 人）増加 

・実雇用率は 2.58％（対前年比0.01 ポイント上昇） 【全国平均2.41％】 

〇法定雇用率達成企業の割合は 49.9％ （対前年比0.3ポイント低下） 【全国平均46.0％】 

 

＜公的機関＞（法定雇用率2.8％、都道府県等の教育委員会は2.7％） ※〔 〕は前年の値 
 

・県 の 機 関：雇用障害者数 221.5 人〔206.5 人〕、実雇用率 3.13％〔3.14％〕 

・県教育委員会：雇用障害者数 318.0 人〔312.5 人〕、実雇用率 3.05％〔3.60％〕 

・市町等の機関：雇用障害者数 568.5 人〔532.5 人〕、実雇用率 2.94％〔2.83％〕 

 

＜独立行政法人等＞（法定雇用率2.8％） ※〔 〕は前年の値 
 

・雇用障害者数 67.5人〔64.0 人〕、実雇用率 2.58％〔2.82％〕 

  

愛媛労働局発表 

令和７年12月 19日（金） 

Press Release 
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○雇用されている障害者の数、実雇用率、法定雇用率達成企業の割合 

・民間企業（常用労働者数40.0人以上規模の企業：法定雇用率2.5％）に雇用されて

いる障害者の数は4,723.0人で、前年より3.6％（165.5人）増加した。 

・雇用者のうち、身体障害者は2,425.5人（対前年比1.2％増）、知的障害者は1,1

35.0人（同1.6％増）、精神障害者は1,162.5人（同11.5％増）と、すべての障害

者が前年より増加し、特に精神障害者の伸び率が大きかった。 

・実雇用率は、過去最高の2.58％（前年は2.57％）、法定雇用率達成企業の割合は4

9.9％（同50.2％）であった。 

                               （資料１～６） 
 

○企業規模別の状況 

・企業規模別にみると、雇用されている障害者の数は、40.0～100人未満で1,018.5

人（前年は981.0人）、100～300人未満で1,662.0人（同1,588.5人）、300～500

人未満で498.5人（同560.0人）、500～1,000人未満で779.0人（同657.5人）、1,

000人以上で765.0人（770.5人）となった。 

40.0～100人未満、100～300人未満、500～1,000人未満の企業規模で、前年より

増加した。 

 

・実雇用率は、40.0～100人未満で2.27％（前年は2.32％）、100～300人未満で2.9

5％（同2.87％）、300～500人未満で2.43％（同2.61％）、500～1,000人未満で2.

47％（同2.39％）、1,000人以上で2.57％（同2.51％）となった。 

100～300人未満、500～1,000人未満、1,000人以上の企業規模で前年より増加し

た。 

なお、100～300人未満、1,000人以上規模の企業は法定雇用率を上回っている。 

 

・ 法定雇用率達成企業の割合は、40.0～100人未満で48.0％（前年は48.6％）、100

～300人未満で52.8％（同52.1％）、300～500人未満で51.7％（同55.7％）、500

～1,000人未満で56.0％（同52.2％）、1,000人以上で50.0％（同53.3％）となり、

 40.0～100人未満、300～500人未満、1,000人以上の企業規模で前年より低下し

た。（※） 

※昨年比で除外率が10ポイント引き下げられた影響による低下を含む。 

                                                           （資料３・５） 
 

○産業別の状況 

・産業別にみると、雇用されている障害者の数は「医療,福祉｣、「製造業」、「サ

ービス業(他に分類されないもの)」、「運輸業,郵便業」などで増加し、「卸売

業,小売業」、「学術研究,専門･技術サービス業」「建設業」で減少した。 

・産業別の実雇用率では、｢医療,福祉｣（3.82％）のみが法定雇用率を上回ってい

る。 

                                                             （資料４・６） 

障害者雇用状況報告の集計結果（概要） 

１ 民間企業における雇用状況 
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○法定雇用率未達成企業の状況 

・令和７年の法定雇用率未達成企業は614社。そのうち、不足数が0.5人または１人

である企業（１人不足企業）が431社（70.2％）と7割を占めている。1.5人以上

不足である企業が183社（29.8％）となっている。 

・また、障害者を１人も雇用していない企業（０人雇用企業）は376社であり、未

達成企業に占める割合は、61.2％となっている。 

                                                            （資料３・４） 
 

 

 

 

(１)県の機関（知事部局、公営企業管理局、警察本部）（法定雇用率2.8％） 

県の機関に在職している障害者の数は221.5人で、前年より7.3％（15.0人）増加

している。実雇用率は3.13％と、前年に比べ0.01ポイント低下した。（※） 

知事部局、公営企業管理局、警察本部の全ての機関で達成している。 

                                                           （資料８） 

(２)県の教育委員会（法定雇用率2.7％） 

県の教育委員会に在職している障害者の数は318.0人で、前年より1.8％(5.5人)

増加している。実雇用率は3.05％となり、前年に比べ0.55ポイント低下した。（※） 

（資料８） 

(３)市町等の機関（法定雇用率2.8％） 

市町等の機関に在職している障害者の数は568.5人で、前年より6.8％（36.0人）

増加しており、実雇用率は2.94％と、前年に比べ0.11ポイント上昇した。 

41機関中35機関が達成（現時点において、未達成であった６機関のうち、１機

関が達成済みとなっている）。 

 

※昨年比で除外率が10ポイント引き下げられた影響による低下を含む。 

                                                       （資料８・９） 

 

 
 

独立行政法人等（法定雇用率2.8％）に雇用されている障害者の数は67.5人で、

前年より5.5％（3.5人）増加している。実雇用率は2.58％と、前年に比べ0.24ポイ

ント低下した。（※） 

   

※昨年比で除外率が10ポイント引き下げられた影響による低下を含む。 

 

                                                         （資料９） 

 

 

 

 

 

２ 公的機関における在職状況 

３ 独立行政法人等における雇用状況 
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注１：雇用義務のある企業（平成25年から平成29年までは50人以上規模、 

平成30年から令和２年までは45.5人以上規模、令和３年から令和５年までは43.5人以上規模、 
令和６年以降は40人以上規模）についての集計である。 

      
注２：「障害者の数」とは、次に掲げる者の合計数である。      

 
平成23年～令和５年  身体障害者（重度身体障害者はダブルカウント）、知的障害者（重度知的障害者はダブルカウント）、 

精神障害者、重度身体障害者、重度知的障害者である短時間労働者      
重度以外身体障害者及び知的障害者並びに精神障害者である短時間労働者（0.5カウント）（※）

         

   
※平成30年から令和４年までは、精神障害者である短時間労働者であっても、次のいずれかに該当する者についてのみ、 
１人分とカウントしている。 
①報告年の３年前の年に属する６月２日以降に採用された者であること 
②報告年の３年前の年に属する６月２日より前に採用された者であって、同日以後に精神障害者保健福祉手帳を取得した者であ
ること 

 
令和５年以降、精神障害者である短時間労働者については、１人分としてカウントしている。   

            
令和６年以降         身体障害者（重度身体障害者はダブルカウント）、知的障害者（重度知的障害者はダブルカウント）、 
                      精神障害者、重度身体障害者、重度知的障害者、精神障害者である短時間労働者、 

重度以外身体障害者及び知的障害者である短時間労働者（0.5カウント）   
 重度身体障害者、重度知的障害者、精神障害者である特定短時間労働者（0.5カウント） 
           
             

注３：法定雇用率は平成25年から平成29年までは2.0％、平成30年から令和２年までは2.2％、 
令和３年から令和５年までは2.3％、令和６年以降は2.5％となっている。    
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民間企業における障害者の雇用状況

精神障害者 知的障害者 身体障害者 実雇用率(愛媛) 実雇用率(全国)

＜障害者の数(人)＞ ＜実雇用率(％)＞

2789.0 2793.5

2979.5

3147.0

3366.0

3842.0

4000.0

4180.0
4123.0

4205.0

4454.0

4557.5

【 実雇用率と雇用されている障害者の数の推移】

4723.0

＜法定雇用率＞ 2.0% 2.2% 2.3% 2.5% 
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障害者の数(人)

全国 全国

昭和 52　　年 408 1,177 1.54 1.09 63.5 52.8

53 374 1,096 1.53 1.11 62.3 52.1

54 398 1,111 1.49 1.12 59.0 52.0

55 406 1,178 1.53 1.13 61.3 51.6

56 415 1,279 1.60 1.18 63.1 53.4

57 420 1,275 1.56 1.22 62.6 53.8

58 418 1,229 1.51 1.23 59.6 53.5

59 428 1,275 1.52 1.25 60.7 53.6

60 442 1,345 1.55 1.26 65.6 53.5

61 440 1,345 1.55 1.26 65.0 53.8

62 433 1,323 1.55 1.25 66.1 53.0

63 471 1,398 1.56 1.31 63.5 51.5

平成 元　　年 495 1,528 1.64 1.32 68.9 51.6

2 512 1,611 1.65 1.32 67.8 52.2

3 524 1,634 1.65 1.32 68.1 51.8

4 566 1,689 1.61 1.36 67.1 51.9

5 581 1,750 1.63 1.41 66.3 51.4

6 592 1,744 1.60 1.44 63.3 50.4

7 572 1,716 1.59 1.45 64.3 50.6

8 571 1,727 1.59 1.47 63.7 50.5

9 557 1,725 1.57 1.47 63.2 50.2

10 574 1,794 1.58 1.48 61.1 50.1

11 630 1,866 1.59 1.49 57.8 44.7

12 623 1,827 1.58 1.49 55.5 44.3

13 587 1,746 1.55 1.49 53.3 43.7

14 614 1,695 1.46 1.47 49.8 42.5

15 627 1,851 1.52 1.48 51.2 42.5

16 679 1,986 1.52 1.46 49.6 41.7

17 692 2,037 1.52 1.49 48.6 42.1

18 695 2,118 1.55 1.52 51.7 43.4

19 728 2,251.0 1.61 1.55 51.8 43.8

20 714 2,327.5 1.65 1.59 54.5 44.9

21 728 2,339.0 1.66 1.63 52.3 45.5

22 734 2,333.0 1.69 1.68 52.5 47.0

23 780 2,515.0 1.64 1.65 48.2 45.3

24 789 2,642.5 1.71 1.69 50.8 46.8

25 889 2,789.0 1.73 1.76 43.9 42.7

26 902 2,793.5 1.74 1.82 47.0 44.7

27 911 2,979.5 1.82 1.88 48.6 47.2

28 920 3,147.0 1.87 1.92 51.7 48.8

29 933 3,366.0 1.97 1.97 54.2 50.0

30 1,028 3,842.0 2.16 2.05 52.2 45.9

令和 元　　年 1,035 4,000.0 2.22 2.11 53.7 48.0

2 1,055 4,180.0 2.29 2.15 52.8 48.6

3 1,091 4,123.0 2.29 2.20 48.9 47.0

4 1,076 4,205.0 2.38 2.25 51.9 48.3

5 1,079 4,454.0 2.51 2.33 54.7 50.1

6 1,183 4,557.5 2.57 2.41 50.2 46.0

7 1,226 4,723.0 2.58 2.41 49.9 46.0

・ 各年とも6月1日現在

・

令和６年以降は40人以上規模）についての集計である。

・
～昭和62年

昭和63年 ～平成４年

平成５年 ～平成17年

平成18年

平成23年

短時間労働者（重度以外身体障害者及び知的障害者並びに精神障害者である短時間労働者は0.5カウント）　(※)

                                  

                                       

      令和５年以降は、精神障害者である短時間労働者については、１人分としてカウントしている。

令和６年以降

重度身体障害者、重度知的障害者、精神障害者である短時間労働者、

※   平成30年から令和４年までは、精神障害者である短時間労働者であっても、次のいずれかに該当する者についてのみ、１人分とカウントしていた。

障 害 者 実 雇 用 率 の 推 移 愛媛労働局

年 企業数
　　　　　実雇用率(％) 法定雇用率達成企業割合(％)

身体障害者（重度身体障害者はダブルカウント）、知的障害者（重度知的障害者はダブルカウント）、精神障害者、

重度以外身体障害者及び知的障害者である短時間労働者（0.5カウント）

重度身体障害者、重度知的障害者、精神障害者である 特定短時間労働者（0.5カウント）

雇用義務のある企業（平成24年までは56人以上規模、平成25年から平成29年までは50人以上規模、

平成30年から令和２年までは45.5人以上規模、令和３年から令和５年までは43.5人以上規模、

      ①報告年の３年前の年に属する６月２日以降に採用された者であること

障害者の数とは､次に揚げる者の合計である。
身体障害者（重度身体障害者はダブルカウント）

身体障害者（重度身体障害者はダブルカウント）、知的障害者

身体障害者（重度身体障害者はダブルカウント）、知的障害者（重度知的障害者はダブルカウント）、

重度身体障害者又は重度知的障害者である短時間労働者

身体障害者（重度身体障害者はダブルカウント）、知的障害者（重度知的障害者はダブルカウント）、精神障害者、

      ②報告年の３年前の年に属する６月２日より前に採用された者で、同日以後に精神障害者保健福祉手帳を取得した者であること

重度身体障害者、重度知的障害者又は精神障害者である短時間労働者（精神障害者である短時間労働者は0.5カウント）

身体障害者（重度身体障害者はダブルカウント）、知的障害者（重度知的障害者はダブルカウント）、精神障害者、

重度身体障害者、重度知的障害者、重度以外身体障害者及び知的障害者並びに精神障害者である

（資料 2 ）- 5 -
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民
間

企
業

に
お

け
る

障
害

者
雇

用
状

況
（
産

業
別

)

Ｎ
　

生
活

関
連

サ
ー

ビ
ス

業
，

娯
楽

業
(7

8
-
8
0
)

Ｏ
　

教
育

，
学

習
支

援
業

(8
1
-
8
2
)

割
合

(%
)

雇
用

率
 達

成

不
足

数 (人
)

雇
用

率
 未

達
成

企
業

数
割

合
(%

)
企

業
数

割
合

(%
)

企
業

数
割

合
(%

)
企

業
数

雇
用

0
人

カ 身
体

計
［
(イ

×
2
)

＋
ロ

＋
ハ

＋
((
ニ

+
ホ

)
×

0
.5

)］

Ｉ　
卸

売
業

，
小

売
業

(5
0
-
6
1
)

Ｊ
　

金
融

業
，

保
険

業
(6

2
-
6
7
)

Ｌ
　

学
術

研
究

，
専

門
・

技
術

サ
ー

ビ
ス

業
(7

1
-
7
4
)

Ｍ
　

宿
泊

業
，

飲
食

サ
ー

ビ
ス

業
(7

5
-
7
7
)

K
　

不
動

産
業

，
物

品
賃

貸
業

(6
8
-
7
0
)

合
計

ヨ 知
的

計
［
(ヘ

×
2
)

＋
ト

＋
チ

＋
((
リ

＋
ヌ

)×
0
.5

)］

レ 合
計

（
カ

＋
ヨ

＋
タ

）

Ｑ
　

複
合

サ
ー

ビ
ス

事
業

(8
6
-
8
7
)

D
　

建
設

業
(6

-
8
)

Ｐ
　

医
療

，
福

祉
(8

3
-
8
5
)

リ 短
時

間
重

度
以

外
知

的

ホ 特
定

短
時

間
重

度
身

体

0
.5

又
は

1
人

不
足

イ 重
度

身
体

ロ 重
度

以
外

身
体

ヘ 重
度

知
的

企
業

数

ト 重
度

以
外

知
的

ル 精
神

タ 精
神

計
［
ル

＋
ヲ

＋
（
ワ

×
0
.5

）
］

ハ 短
時

間
重

度
身

体

ニ 短
時

間
重

度
以

外
身

体

ヌ 特
定

短
時

間
重

度
知

的

ワ 特
定

短
時

間
精

神
割

合
(%

)

ヲ 短
時

間
精

神

（
注

）
各

年
と

も
6
月

1
日

現
在

。
合

計
に

は
、

企
業

数
が

1
0
未

満
の

た
め

掲
載

し
な

か
っ

た
Ａ

 農
業

，
林

業
(1

-
2
)、

B
 漁

業
（
3
-
4
）
、

Ｃ
 鉱

業
，

採
石

業
，

砂
利

採
取

業
(5

)、
Ｆ

 電
気

・
ガ

ス
・
熱

供
給

・
水

道
業

(3
3
-
3
6
)を

含
む

。

1
.5

人
以

上
不

足

Ｅ
　

製
造

業
(9

-
3
2
)

Ｇ
　

情
報

通
信

業
(3

7
-
4
1
)

Ｈ
　

運
輸

業
，

郵
便

業
(4

2
-
4
9
)

チ 短
時

間
重

度
知

的
産

業
別

年
企

業
数

常
用

労
働

者
総

数

法
定

雇
用

障
害

者
数

の
算

定
の

基
礎

と
な

る
労

働
者

数

障
　

　
　

害
　

　
　

者
　

　
　

数

実
雇

用
率 (%

)

Ｒ
　

サ
ー

ビ
ス

業
（
他

に
分

類
さ

れ
な

い
も

の
）

(8
8
-
9
6
)

（資料 4 ）- 7 -
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達
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業
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合
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６
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.
0～
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％
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機関名 年

①
法定雇用障害者数の算
定の基礎となる職員数
（人）

②
障害者の数
（人）

③
実雇用率（％）

④
不足数（人） 備考

7年 7,077.5 221.5 3.13 0.0 

6年 6,567.0 206.5 3.14 0.0 

増減 510.5 15.0 ▲ 0.01 0.0 

7年 4,669.5 144.0 3.08 0.0 

6年 4,580.0 141.5 3.09 0.0 

増減 89.5 2.5 ▲ 0.01 0.0 

7年 420.0 19.0 4.52 0.0 

6年 448.0 19.0 4.24 0.0 

増減 ▲28.0 0.0 0.28 0.0 

7年 1,988.0 58.5 2.94 0.0 

6年 1,539.0 46.0 2.99 0.0 

増減 449.0 12.5 ▲ 0.05 0.0 

（注）各年とも6月1日現在。以下同じ。

機関名 年

①
法定雇用障害者数の算
定の基礎となる職員数
（人）

②
障害者の数
（人）

③
実雇用率（％）

④
不足数（人） 備考

7年 10,431.5 318.0 3.05 0.0 

6年 8,673.5 312.5 3.60 0.0 

増減 1,758.0 5.5 ▲ 0.55 0.0 

機関名

①
法定雇用障害者数の算
定の基礎となる職員数
（人）

②
障害者の数
（人）

③
実雇用率（％）

④
不足数（人） 備考

19,360.0 568.5 2.94 15.5

18,836.5 532.5 2.83 23.0

523.5 36.0 0.11 ▲7.5 

3,169.0 96.5 3.05 0.0  

392.0 12.0 3.06 0.0  

232.5 7.0 3.01 0.0  

1,640.5 54.0 3.29 0.0  

796.0 17.0 2.14 5.0  

600.0 14.5 2.42 1.5  ※４

912.5 28.0 3.07 0.0  

1,089.5 37.0 3.40 0.0  ※１

984.5 27.0 2.74 0.0  

963.5 26.0 2.70 0.0  

952.0 21.0 2.21 5.0  ※２

324.0 11.0 3.40 0.0  

311.5 10.0 3.21 0.0  

271.0 5.0 1.85 2.0  

228.0 6.5 2.85 0.0  

277.0 6.0 2.17 1.0  

八幡浜市

西予市

宇和島市

新居浜市

西条市

松前町

砥部町

上島町

伊方町

四国中央市

大洲市

久万高原町

　　　　　愛媛県における障害者の雇用状況（法定雇用率２.８％）

計

愛媛県知事部局

愛媛県警察本部

愛媛県公営企業
管理局

今治市

　　　　　愛媛県教育委員会における障害者の雇用状況（法定雇用率２.７％）

愛媛県教育委員会

令和7年  計

令和6年  計

　　　　　市町等の機関における障害者の雇用状況（法定雇用率２.８％）

増減

松山市

伊予市

東温市
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機関名

①
法定雇用障害者数の算
定の基礎となる職員数
（人）

②
障害者の数
（人）

③
実雇用率（％）

④
不足数（人） 備考

457.0 12.0 2.63 0.0  

162.5 4.0 2.46 0.0  

252.5 7.0 2.77 0.0  

371.5 10.0 2.69 0.0  ※３

410.5 13.5 3.29 0.0  

107.0 3.0 2.80 0.0  

204.0 4.0 1.96 1.0  

524.0 16.0 3.05 0.0  

133.5 4.5 3.37 0.0  

158.5 5.0 3.15 0.0  

286.0 11.0 3.85 0.0  

409.5 12.0 2.93 0.0  

250.0 8.0 3.20 0.0  

60.5 1.0 1.65 0.0  

52.0 1.0 1.92 0.0  

98.5 2.0 2.03 0.0  

85.0 2.0 2.35 0.0  

135.5 3.5 2.58 0.0  

172.0 8.0 4.65 0.0  

94.0 6.0 6.38 0.0  

宇和島市病院局 851.5 24.0 2.82 0.0  

560.5 20.5 3.66 0.0  

167.0 6.0 3.59 0.0  

170.5 5.0 2.93 0.0  

43.0 1.0 2.33 0.0  

機関名 年

①
法定雇用障害者数の算
定の基礎となる職員数
（人）

②
障害者の数
（人）

③
実雇用率（％）

④
不足数（人） 備考

7年 2,617.0 67.5 2.58 5.5 

6年 2,270.0 64.0 2.82 0.0 

増減 347.0 3.5 ▲ 0.24 5.5 

7年 2,552.5 65.5 2.57 5.5 

6年 2,215.0 62.0 2.80 0.0 

増減 337.5 3.5 ▲ 0.23 5.5 

7年 64.5 2.0 3.10 0.0 

6年 55.5 2.0 3.60 0.0 

増減 9.0 0.0 ▲ 0.50 0.0 

④欄の「不足数」とは、①欄の職員数に法定雇用率を乗じて得た数（１未満の端数切り捨て）から②欄の障害者の数を減じて得た数であり、これが
0.0となることをもって法定雇用率達成となる。したがって、実雇用率が法定雇用率を下回っていても、不足数が0.0となることがあり、この場合、法定
雇用率達成となる。

国立大学法人
愛媛大学

公立大学法人
愛媛県立医療技術大学

計

松山市教育委員会

四国中央市教育委員会

松前町教育委員会

伊予市教育委員会

今治市教育委員会

八幡浜市教育委員会

西予市教育委員会

宇和島市教育委員会

東温市教育委員会

伊方町教育委員会

松野町

鬼北町

内子町

愛南町

西条市教育委員会

久万高原町教育委員会

国立大学法人等における障害者の雇用状況（法定雇用率２.８％）

愛南町教育委員会

松山広域福祉施設事務組合

宇和島地区広域事務組合

大洲喜多特別養護老人ホーム事務組合

市立大洲病院

宇和島市上下水道局
※１　新居浜市教育委員会は、新居浜市と合算（特例認定）されたため、報告対象外。
※２　大洲市教育委員会は、大洲市と合算（特例認定）されたため、報告対象外。
※３　内子町教育委員会は、内子町と合算（特例認定）されたため、報告対象外。
※４　西予市においては、11月1日時点において、障害者の数46.0人、実雇用率2.84％、不足数0.0人となっている。

砥部町教育委員会

松山市公営企業局

（資料 9 ）- 12 -



◎ 法定雇用率とは 

 民間企業、国、地方公共団体は、「障害者の雇用の促進等に関する法律」に基づき、それぞれ以下

の割合（法定雇用率）に相当する数以上の障害者を雇用しなければならないこととされている。 

 雇用義務の対象となる障害者は、身体障害者、知的障害者又は精神障害者（精神障害者保健福祉手帳

の交付を受けている者に限る。）である。 

 

                     一般の民間企業 …………………… ２．５％ 

  ○ 民間企業 ……    （40.0人以上規模の企業） 

                     特殊法人等 ………………………… ２．８％ 

                   労働者数36.0人以上規模の特殊法人、 

              独立行政法人、国立大学法人等 

 

  〇 国、地方公共団体 ………………………………………… ２．８％ 

       （36.0人以上規模の機関） 

 

  ○ 都道府県等の教育委員会 ………………………………… ２．７％ 

       （37.5人以上規模の機関） 

 

※（ ）内は、それぞれの割合（法定雇用率）によって１人以上の障害者を雇用しなければならな

いこととなる企業等の規模である。 

 

【一般民間企業における雇用率設定基準】 

 

            身体障害者、知的障害者及び精神障害者である常用労働者の数 

                      ＋ 失業している身体障害者、知的障害者及び精神障害者の数 

  障害者雇用率 ＝    

常用労働者数 ＋ 失業者数 

 

※ 特殊法人、国及び地方公共団体における障害者雇用率は、一般の民間企業の障害者雇用率を下回

らない率をもって定めることとされている。 

※ 重度身体障害者又は重度知的障害者については、その１人の雇用をもって、２人の身体障害者又

は知的障害者を雇用しているものとしてカウントされる。 

※ 重度身体障害者又は重度知的障害者である短時間労働者（１週間の所定労働時間が20時間以上30

時間未満の労働者）については、１人分として、重度以外の身体障害者及び知的障害者である短時

間労働者については、0.5人分としてカウントされる。 

※ 精神障害者である短時間労働者については、当分の間、その１人をもって１人分としてカウントさ

れる。 

※ 重度身体障害者、重度知的障害者又は精神障害者である特定短時間労働者（１週間の所定労働時間

が10時間以上20時間未満の労働者）については、0.5人分としてカウントされる。（就労継続支援Ａ

型の利用者は除く。） 
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◎ 除外率とは 

○ 民間企業における除外率制度 

各事業主が雇用しなければならない障害者の数を算定する基礎となる常用雇用労働者数を算定する際

に、一定の業種に属する事業を行う事業所の事業主については、その常用雇用労働者数から一定率に相

当する労働者数を控除する制度。 

この除外率制度は、ノーマライゼーションの観点から、平成14年法改正により、平成16年４月に廃止

した。経過措置として、当分の間、除外率設定業種ごとに除外率を設定するとともに、廃止の方向で段

階的に除外率を引き下げ、縮小することとされている（法律附則）。 

平成16年４月、平成22年７月、令和７年４月に、それぞれ、一律に10ポイントの引下げを実施。 

※除外率引下げによる雇用義務数への影響（例） 

常用労働者数5,069.5×除外率20％＝1,013.9 ≒1,013人（端数切り捨て）  

常用労働者数5,069.5－1,013＝基礎労働者数4,056.5人 

基礎労働者数4,056.5×法定雇用率2.5％＝雇用義務数101.4125≒101人(端数切り捨て) 
 

常用労働者数5,069.5×除外率10％＝506.95≒506人（端数切り捨て） 

常用労働者数5,069.5－506＝基礎労働者数4,563.5人 

基礎労働者数4,563.5×法定雇用率2.5％＝雇用義務数114.0875≒114人(端数切り捨て) 

 

○ 国及び地方公共団体における除外率制度 

各任命権者が採用しなければならない障害者数を算定する基礎となる職員数を算定する際に､一定の

範囲の職種に従事する者（除外職員）を控除する制度｡ 

平成16年４月１日から、除外職員の範囲を、国民の生命の保護や、公共の安全と秩序の維持を職務と

しており、その遂行のためには職員個人による強制力の行使等が必要であるような職員に限定すること

とした（警察官、自衛官など）｡ 

なお、除外職員ではなくなった職員（医師、教育職員など）が一定割合を占める機関（病院、教育委

員会など）については、当該職員が職員総数に占める割合を基に、当分の間、除外率を設定した上で、

廃止の方向で段階的に引き下げ、縮小を進めていくこととしており、平成16年４月、平成22年７月、令

和７年４月に、それぞれ、10ポイントの引下げを実施。 
 

引下げ前 引下げ後

・非鉄金属製造業（非鉄金属第一次製錬精製業を除く）　　　・倉庫業
・船舶製造・修理業、船用機関製造業　　　　　・航空運輸業
・国内電気通信業（電気通信回線設備を設置して行うものに限る）

5%
除外率

適用無し

・採石業、砂・砂利・玉石採取業　　　　　・水運業
・窯業原料用鉱物鉱業（耐火物・陶磁器・ガラス・セメント原料用に限る）
・その他の鉱業

10%
除外率

適用無し

・非鉄金属第一次製錬・精製業 ・貨物運送取扱業（集配利用運送業を除く） 15% 5%

・建設業 ・鉄鋼業 ・道路貨物運送業 ・郵便業（信書便事業を含む） 20% 10%

・港湾運送業 ・警備業 25% 15%

・鉄道業 ・医療業 ・高等教育機関 ・介護老人保健施設 ・介護医療院 30% 20%

・林業（狩猟業を除く） 35% 25%

・金属鉱業 ・児童福祉事業 40% 30%

・特別支援学校（専ら視覚障害者に対する教育を行う学校を除く） 45% 35%

・石炭・亜炭鉱業 50% 40%

・道路旅客運送業 ・小学校 55% 45%

・幼稚園 ・幼保連携型認定こども園 60% 50%

・船員等による船舶運航等の事業 80% 70%

除外率設定業種
除外率

除外率
20％の 
場合 

除外率
10％の 
場合 
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◎  障害者雇用率達成指導の流れ 

実雇用率の低い事業主については、下記の流れで雇用率達成指導を行い、「障害
者雇入れ計画」 の着実な実施による障害者雇用の推進を指導している。 

 

 

障害者雇用状況報告 

（毎年６月１日の状況） 

 

 

 

 

障害者雇入れ計画作成命令 

（２年計画） 

 

 

 

 

障害者雇入れ計画の適正実施勧告 

 

 

 

 

特  別  指  導 

 

 

 

 

企 業 名 の 公 表 

 

 

 

（障害者雇用促進法 第43条第７項） 

 

 

 

 

翌年１月を始期とする ２年間の計画を作

成するよう、公共職業安定所長が命令を発出 

（同法第46条第１項） 

 

計画の実施状況が悪い企業に対し、適正

な実施を勧告 （計画１年目12月） 

（同法第46条第６項） 

 

雇用状況の改善が特に遅れている企業

に対し、公表を前提とした特別指導を実施 

（計画期間終了後に９か月間） 

 

 

 

 

（同法第47条） 

 

 

不足数の特に多い企業については、当該企業の幹部に対し、  

厚生労働省本省による直接指導も実施している。 

〔指導実績〕 

○  令和６年度の実績 

＊「障害者雇入れ計画作成命令」の発出               446社 

＊障害者雇入れ計画の「適正実施勧告」               62社 

＊「特別指導」の実施                                37社 

○  障害者雇入れ計画を実施中の企業     338社（令和６年度） 

○  企業名の公表 

平成18年度 ２社、 平成19年度 １社 （再公表）、 平成20年度 ４社、 

平成21年度 ７社（うち１社は再公表）、平成22年度 ６社（うち２社は再公表） 
平成23年度 ３社（うち１社は再公表）、平成24年度 ０社、平成25年度 ０社、 

平成26年度 ８社、平成27年度 ０社、平成28年度 ２社、平成29年度 ０社、 

平成30年度 ０社、令和元年度 ０社、令和２年度 １社、令和３年度 ６社 
令和４年度 ５社（うち３社は再公表）、令和５年度 １社（再公表）、 
令和６年度 ０社 
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障害者雇用促進プラン（令和７年～令和８年） 
（愛媛県内の障害者雇用促進のための取組について） 

 
                                 愛媛労働局 
                                 愛 媛 県 

愛媛県教育委員会 
 

愛媛県、愛媛県教育委員会及び愛媛労働局は、強力な連携のもと、県内の障がい者雇用の一層の 
促進を図るため、次の取組を行う。 
 

１ 愛媛県及び愛媛県教育委員会、愛媛労働局との連携強化による取組 

（１）経済団体・地域の企業への働きかけ 
愛媛県と愛媛労働局は、地域の企業に対してあらゆる機会を利用し障がい者雇用についての情報

発信を行うとともに、経済団体等に対して、県と労働局の幹部等が合同で働きかけを行う。 
具体的な取組として、愛媛県知事、愛媛県教育委員会教育長及び労働局長名による、障がい者  

雇用要請文を障害者雇用率未達成企業に送付する。 
（２）特別支援学校等との連携 

ア 「愛顔（えがお）のえひめ特別支援学校技能検定」（県教育委員会主催）の見学会を兼ねた「障

がい者雇用促進セミナー」（県・局共催）を、同一会場で実施する。 
イ 特別支援学校が実施する職業教育の現場を企業が直接見学することにより、障がい者雇用の理解

と関心を高め、今後の障がい者雇用に向けてのきっかけ作りとするため、特別支援学校が開催す

る「学校公開セミナー」等について、ハローワークを通じて周知を図る。 
（３）一層の連携強化 

愛媛県経済労働部と愛媛労働局職業安定部において、以下の障がい者雇用に関する情報を共有し

つつ、 労働局及びハローワークが全面的に協力するなど一層の連携強化に取り組み、障がい者雇

用に繋げることとする。 
ア 障がい者雇用に繋がるきめ細かな実習訓練機会の創出 
イ 障がい者訓練から雇用に繋げる就労支援体制の整備 
ウ 雇用率未達成企業を中心とした職場見学・現場実習受入企業の開拓並びに情報収集 
 

２ 愛媛労働局とハローワークの就職支援等の取組の強化 

（１）労働局とハローワークによる雇用率達成の要請及び指導の強化 
国の出先機関及び地方公共団体等について、職業安定部長、各公共職業安定所長等が県内の国

の出先機関の管理者、自治体の首長を訪問し、自組織の障害者雇用の推進を要請する。併せて、

自治体の首長については地元企業の障害者雇用についての働きかけを要請する。 
民間企業については、雇用率未達成企業のうち、特に障害者 0 人雇用企業を中心に、所長等に

よる雇用率達成指導（訪問指導又は呼び出し指導）を行う。 
（２）雇用義務対象企業への支援、職業紹介及び定着支援の強化 

ア 令和 8 年 7 月から引き上げられる法定雇用率（民間企業 2.7％、国・地方公共団体 3.0％、都道

府県教育委員会 2.9％）の達成に向けた障害者雇用数等の進捗管理を徹底する。 
イ 愛媛障害者職業センター、障害者就業・生活支援センター他、関係機関との連携を深め、 

チーム支援による就職支援、定着支援等の取組を強化する。 
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ウ ハローワークにおいて、雇用率未達成企業を中心に、障害者就職面接会等（ミニ面接会含む）

を開催すると共に、精神・発達障害者しごとサポーター養成講座を県内各地において実施する。 
エ 障害者の雇用の質の向上の推進、障害者が活躍できる職場づくりの周知・啓発 
オ 障害者雇用に関する優良中小事業主認定制度（もにす認定）の周知及び普及促進 
カ 事業主に対する障害者雇用相談援助事業の周知及び普及促進 
キ 福祉・教育・医療から雇用への移行推進へ向けて、企業見学会や就労移行支援事業所見学会、

就労支援セミナーの開催、職場実習の推進 
 

３ 愛媛県の就職支援等の取組 

（１） 障がい者マッチング支援等  

障害者就業・生活支援センターに県独自にマッチングサポーターを配置し、受入企業の開拓や、

企業と障がい者のマッチング、就職後の定着支援を行うとともに、障がい特性に応じた企業の受入

環境整備や、障がい者目線での求人企業の情報発信強化等により、関係機関と連携しながら県内企

業等に対する雇用促進に取り組む。 

（２）障がい者採用計画 

ア 正規職員及び会計年度任用職員（事務補助職員）の採用 

身体・知的・精神障がい者を対象とした採用試験の実施 

イ 会計年度任用職員（補助員等）の採用 

出先機関において作業補助等に従事する職員を雇用 

ウ えひめチャレンジオフィスの設置 

常時勤務による就労に不安を抱える方を、チャレンジ職員として最長３年間雇用し、就労経

験を積む機会を提供することで民間企業や県・市町等への就職（ステップアップ）を支援 

  エ 文書集配チームの設置 

     本庁舎内の郵便物及び逓送物の集配業務等を集約化して行う「文書集配チーム」を設置・運

営し、文書等集配業務に従事する職員（特定業務職員）を雇用 

 

４ 愛媛県教育委員会の就職支援等の取組 

（１）特別支援学校におけるキャリア教育・就労支援 

ア 「愛顔（えがお）のえひめ特別支援学校技能検定」の開催により、生徒の職業能力と勤労意欲を

高めるとともに、企業や社会一般の人々に障がいのある生徒の力をアピールし、雇用の促進を図

る。 
イ 各特別支援学校において「学校公開セミナー」等を開催し、職業教育の見学機会を提供する。 
ウ 就労支援コーディネーターの配置により、生徒の就労先の開拓や職場定着を支援する。 

（２）障がい者採用計画 

ア 正規職員の採用 

身体・知的・精神障がい者を対象とした採用試験の実施 

イ 会計年度任用職員（学校補助員）等の採用 

学校現場等において作業補助等に従事する職員を雇用。サポートチーム方式を一部導入し、 

支援員からアドバイスを受けながら働くことができる環境を整備 
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